
診療科 氏名
研修

受講年度

前田　隆嗣 Ｒ２

橋本　崇史 Ｒ２

戸田　薫 Ｒ３

永野　大河 Ｒ３

松尾　隆志 Ｒ１

師玉　智美 Ｒ４

産科
新生児科 内藤　喜樹 Ｒ２

德久　琢也 Ｈ２９

平川　英司 Ｈ２８

屋良　朝太郎 Ｒ３

塩川　直宏 Ｒ４

加藤　嘉一 Ｒ３

中江　広治 Ｒ１

下村　育史 Ｒ２

渡邉　健二 Ｒ５

松永　愛香 Ｒ３

米衛　ちひろ Ｒ５

山遠　剛 Ｒ５

三浦　希和子 Ｒ２

ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ 松本　美千代 Ｒ５

※　敬称略

6名

4名

9名

1名

20名計

種子島医療センター

鹿児島市立病院

産科

新生児科（産科兼務医師含む）

小児科

コメディカル（看護師・助産師等）

鹿児島市立病院

新生児科 鹿児島市立病院

小児科

鹿児島市立病院

鹿児島大学病院

らららこどもクリニック

県立薩南病院

南九州病院

鹿屋医療センター

鹿児島県災害時小児周産期リエゾン委嘱者一覧

R6.1現在(R5委嘱予定者含む）

所属

産科

鹿児島市立病院

鹿児島大学病院

済生会川内病院

県立大島病院
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現在

鹿児島県災害時小児周産期リエゾン参集順位

令和5年4月1日

産婦人科分野 新生児科分野 小児科分野

第１班
戸田　薫 平川　英司 塩川直宏

鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 鹿児島市立病院

第２班
橋本　崇史 屋良　朝太郎 下村　育史

鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 鹿児島大学病院

※　リエゾンを招集すべき有事の際には，招集する班の必要な分野それぞれの
　リエゾンに対し，子ども家庭課から連絡する。

※　班交代の際には，勤務しているリエゾンが各分野ごとに次の班のリエゾン
　へ連絡する。

第３班
中江　広治

鹿児島大学病院

※　場合によっては，上記以外のリエゾンについて非被災地から速やかな参集
　を行う。

永野　大河 内藤　喜樹

鹿児島大学病院 鹿児島市立病院
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鹿児島県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関する協定

鹿児島県（以下「甲」という。）と鹿児島県災害時小児周産期リエゾン所属機関（以下

「乙」という。）とは，鹿児島県災害時小児周産期リエゾン運用計画に基づく鹿児島県災

害時小児周産期リエゾン（以下，リエゾンという。）の派遣について，次のとおり協定を

締結する。

（総則）

第１条 この協定は，鹿児島県内外で災害が発生した場合に，甲からの要請に応じ，乙が

行う医師等の派遣に関し，必要な事項を定めるものとする。

（派遣要請等）

第２条 甲は，原則として，県保健医療調整本部が設置された場合であって，災害医療コ

ーディネーター（以下，コーディネーターという。）との協議を踏まえ，必要と判断し

たときに，乙にリエゾンの派遣を要請するものとする。

２ 甲は，被災した他の都道府県のリエゾン等を介して，搬送受入や診療に係る医療従事

者の支援等の求めがあった場合であって，コーディネーターとの協議を踏まえ，必要と

判断したときに，乙にリエゾンの派遣を要請するものとする。

３ 乙は，前項の規定に基づき，甲から要請を受け，リエゾンの派遣が可能と判断したと

きは，リエゾンを派遣するものとする。

（業務内容）

第３条 乙が派遣するリエゾンは，甲が指定した場所に出務し，次に掲げる業務を行うも

のとする。

（１）災害時小児・周産期医療対策に対する医療の専門的見地からの助言

（２）被災地等における小児・周産期医療ニーズの情報収集と発信

（３）小児・周産期患者の搬送及び収容先医療機関の確保に関する助言及び調整

（４）被災地等への人的支援・物的支援の調整

（５）避難所における小児及び妊産婦への情報提供及び評価

（６）その他，災害時の小児・周産期医療に関し必要な事項

２ リエゾンは，乙の職員の身分をもって前項各号に掲げる業務に従事するものとする。

（指揮命令）

第４条 前条第１項各号に掲げる業務に従事するリエゾンに対する指揮命令は，甲が指定

する者が行うものとする。

（実費弁償等）

第５条 甲の要請に基づき，乙がリエゾンを派遣した場合に要する費用は，甲が負担する

ものとする。

（１） 派遣に要する経費
（２） 業務に従事したことにより負傷し，疾病にかかり，又は死亡した場合の扶助金
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（平常時の協力）

第６条 乙は，平常時に，リエゾンが災害に関する研修，訓練等に参加できるよう協力す

るものとする。

（傷害保険の加入）

第７条 甲は，乙が派遣したリエゾンが第３条に規定する業務に従事したことに伴う事故

に対応するため，傷害保険に加入するものとする。

（定めのない事項）

第８条 この協定に定めのない事項，又はこの協定に関し疑義を生じた事項については，

甲，乙協議して定めるものとする。

（有効期間）

第９条 この協定の有効期間は，協定締結の日から１年間とする。ただし，この協定の有

効期間満了の日から１月前までに，甲乙いずれからも何らの意思表示がない場合は，有

効期間満了日の日から起算して１年間この協定は同一の内容で延長されるものとし，以

降もまた同様とする。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲，乙記名押印のうえ，各自その１

通を所持するものとする。

令和 年 月 日

甲 鹿児島市鴨池新町10番１号

鹿児島県知事 塩田 康一

乙
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　・　国養成研修受講者計画（案）

年度 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

産婦人科医 小児科医 産婦人科医

新生児科医 コメディカル 新生児科医

　・　地域バランスを考慮しながら受講者を決定する。

　・　国養成研修の他に，県独自の養成研修等を検討予定。

　（参考）R6.1現在のリエゾン配置（R5委嘱予定者含む）

小児科 コメディカル 計

6 1 15

0 0 1

1 0 1

1 0 1

1 0 1

0 0 1

9 1 20

奄美 1

計 10

姶良・伊佐 0

大隅（曽於・肝属） 0

熊毛 0

　・　Ｒ５～６は，姶良・伊佐／大隅医療圏の小児科医及びコメディカルが現在いな
    いことを考慮。

小児科・産科医療圏
産科・

新生児科

薩摩（鹿児島，南薩） 8

北薩（川薩，出水） 1

鹿児島県災害時小児周産期リエゾン養成計画

Ｒ５ Ｒ６

医療圏
・分野

姶良・伊佐
小児科医

大隅
小児科医

コメディカル コメディカル
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対象者

回数・
開催時期

対象者

回数・
開催時期

対象者

回数・
開催時期

対象者

対象者

回数・
開催時期

※　今後の検討事項

　国の養成研修への参加に加え，地域の災害時小児周産期リエゾンを養
成するため，県独自の養成研修の実施について検討する。

目的・内容

令和６年度以降（予定）

周産期・小児医療従事者

鹿児島県災害時小児周産期リエゾン訓練計画

災害時小児周産期リエゾン及び分娩取扱医療機関

年１回程度，１２月～１月下旬（予定）

回数・
開催時期

　災害時小児周産期リエゾンの知識及び技能向上を図るとともに，災害
医療従事者間の連携体制を構築するため，県総合防災訓練等に参加す
る。

４　県総合防災訓練及び九州・沖縄ブロックＤＭＡＴ実動訓練への参加

３　ＰＥＡＣＥ入力訓練の実施

目的・内容

年１回程度
県総合防災訓練：５月末，九州・沖縄ブロックＤＭＡＴ実動訓練：未定

災害時小児周産期リエゾン

目的・内容
　ＥＭＩＳ（厚生労働省作成：広域災害救急医療情報システム）・ＰＥ
ＡＣＥ（日本産科婦人科学会作成：大規模災害対策情報システム）入力
の重要性や災害時小児周産期リエゾンの役割等について周知する。

周産期・小児医療従事者

年１回程度，５月中旬～６月下旬（予定）

目的・内容
　発災時の入力率向上と効率的な運用につなげるため，ＰＥＡＣＥの入
力訓練を実施する。

１　周産期・小児医療従事者向け研修会の開催

目的・内容
　災害時小児周産期リエゾンの災害医療に関する知識の定着を図るとと
もに，発災時を想定した演習を行うことで実践力を身につける。

災害時小児周産期リエゾン

年１回程度，５月中旬～６月下旬（予定）

２　フォローアップ訓練の実施
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○小児科・産科医療圏ごとの分娩取扱施設数等 （令和５年７月現在）

【分娩取扱医療機関数 ３７施設，分娩取扱助産所数 ４施設】

総合周産期母子医療センター

地域周産期母子医療センター

● 分娩を取り扱う病院・診療所

▲ 分娩を取り扱う助産所

●●

●

●

●●
● ●

●▲

●病院・診療所数：１２

▲▲

● ●

●
●

● ▲

●

●

●

●

●

●

※１ 分娩数は，R4年度実績（助産所分を含む）

※２ 病院数は，周産期母子医療センターを含む。

※３ ●▲は各市町村における分娩取扱医療機関等の数を表すもので，実際の所在地とは異なる。

北薩（川薩，出水）

分娩数：１，２１３

病 院 数１

診療所数３

姶良・伊佐

分娩数：１，５６３

大隅（曽於，肝属）

分娩数：１，１５２

薩摩（鹿児島，南薩）

分娩数：６，５５７

奄美

分娩数：５４４

熊毛

分娩数：１４９

鹿児島市立病院

鹿児島大学病院

済生会川内病院

鹿屋医療センター

県立大島病院

いまきいれ総合病院

病 院 数１

診療所数４

病 院 数１

診療所数３

助産所数１

病 院 数１

診療所数１

病 院 数４

病 院 数１０

診療所数 ８

助産所数 ３
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○小児科・産科医療圏ごとの小児医療機関数等

【小児医療機関数 37病院・192診療所】

小児中核医療機関

拠点病院

● 病院

●

●

●

●

●
●

●●

●●●

●●●

●

●●●

●●

●

● ●

●

●

●

● ●

●

●

※１ ●は小児医療・小児救急医療に対応する病院数を表すもので，実際の所在地とは異なる。

※２ 医療機関数は令和４年３月鹿児島県保健医療計画中間見直し版から引用。

北薩（川薩，出水）

病 院 数３

診療所数14

姶良・伊佐

大隅（曽於，肝属）

薩摩（鹿児島，南薩）

奄 美

熊 毛

鹿児島市立病院

鹿児島大学病院

済生会川内病院

鹿屋医療センター

県立大島病院

いまきいれ総合病院

病 院 数３

診療所数22

病 院 数４

診療所数29

病 院 数３

診療所数２

病 院 数７

診療所数23

病 院 数 17

診療所数 102

南九州病院
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